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1．開催の趣旨等  

先般公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法   

等の一部を改正する法律」においては、都道府県を通じた医療情報の提供   

制度の創設、広告規制の見直しを通じた広告可能な事項の拡大等、患者に   

対する医療情報の提供の推進を図ることとしており、関係する規定は平成   

19年4月1日より施行されることとなっていることころである。  

平成17年12月8日にとりまとめられた社会保障審議会医療部会の「医   

療提供体制に関する意見」においては、①都道府県が医療機関から報告の   

あった情報を整理して公表する制度の対象とする「一定の情報」の範囲、   

②広告できる事項の見直しや広告に関するガイドラインの策定等の課題に   

ついて、厚生労働省に少人数の検討会を設けて議論し、必要な対応をとる   

こととされている。  

これを踏まえ、平成19年4月の法施行に向け、必要な省令等の内容を   

検討することともに、法施行後において、新たな広告規制制度の円滑な実   

施等のための事後チェック機能の実施等を行うための検討会を設けること   

とする  

2．検討課題例   

■ 都道府県が医療機関から報告のあった情報を整理して公表する制度の対象  

とする「一定の情報」の範囲   

■ 広告できる事項の見直しや広告に関するガイドラインの策定  

医療機関の名称制限の緩和の内容   

一 院内掲示事項の見直し   

一 新たな広告規制制度の運用に関する事後チェック   

3．検討会の位置づけ等  

医政局長による検討会   

（検討会の庶務は医政局総務課で行う）  

4．検討会のメンバー  

別紙のとおり   
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薬局の機能に関する情報（案）  



（4）兼用負担 

保険薬局、自由診療のみ、公費負担（戦傷病者特別援護法指定薬局、原子爆弾被  

18  医療保険・公費負担等の取扱い   取扱いの列記  
害者援護法指定薬局、原子爆弾被害者一般疾病医療取扱薬局、結核予防法指定薬  
局、指定自立支援薬局（精神通院、更生医療、育成医療）、母子保健法指定薬局、生  
活保護法指定薬局、公害医療機関、労災保険指定薬局）   

l 柑  卜費用の支払に関する事項   】クレジットカード払いの可否   】  
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薬局機能情報公表制度について（案）  

1 目的  

薬局に対し、当該薬局の有する機能に関する情報（以下、「薬局機能情報」と   

いう。）について都道府県への報告を義務付け、都道府県において住民・患者へ   

の情報提供を実施する体制を整備し、報告を受けた情報を集約化するとともに、   

住民・患者に対しわかりやすい形で提供することにより、住民・患者による薬局   

の適切な選択を支援することを目的とする。  

2 情報の性格  

本制度は、薬局が自らの責任において薬局機能情報を都道府県知事に対して報   

告し、報告を受けた都道府県知事は、基本的に当該薬局機能情報をそのまま公表   

するものである。  

薬局は、正確かつ適切な情報を提供するとともに、当該薬局又はかかりつけ薬   

剤師等が、住民・患者からの相談等に適切に応じるよう努めなければならない。  

また、薬局機能情報について誤りがあった場合、当該薬局は速やかにその訂正   

を申し出ることとし、都道府県知事は所要の是正措置を行うものとする。  

3 実施主体  

都道府県を実施主体とする。  

ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託することは差し支えな   

い。この場合において、都道府県は住民■患者への情報提供が円滑に行われるよ   

う、十分な連携・調整を図るものとする。  

4 実施体制   

（1）都道府県における運営体制  

都道府県の薬務担当部局において運営することを基本とするが、必要に応じ  

て他部局との連携を図ることが望ましい。   



地方自治法に基づき、政令市等に制度実施に関する事務の一部（調査票の送  

付・回収、薬局から薬局機能情報の報告がない場合や誤った報告が行われた場  

合における薬局への指導等）を委譲する場合においても、制度の実施について  

の責任主体は都道府県とし、最終的な薬局機能情報の公表は都道府県において  

行うものとする。  

都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密な連携・協力を図  

り運営することとする。  

住民・患者からの薬局機能情報についての質問・相談及びそれに対する助言  

等については、案内体制を整備するなどの必要な措置を講じて、適切に行うも  

のとする。  

本制度は、薬局機能情報について、都道府県が報告を受け、公表することを  

義務付けるものであるが、各都道府県で救急・災害医療情報を含む独自の情報  

提供体制を既に実施している場合において、これと別に整備を行うことを求め  

るものではない。また、情報の範囲についても、国で定める範囲を超える情報  

提供について認めないものではなく、各都道府県が独自に、より積極的な情報  

の提供を行う場合には、その積極的な活用を図られたい。  

（2）薬局機能情報の報告手続   

①薬局機能情報の報告時期  

薬局の開設者は、当該薬局の所在地の都道府県知事に対し、別に定める薬  

局機能情報について、毎年都道府県において定める時点における情報の報告  
を行うものとする。  

薬局の開設者は、報告した薬局機能情報のうち一定のものに修正又は変更  

があった場合には、都道府県知事に対して修正又は変更の報告を行うものと  

する。   

②薬局機能情報の報告方法  

都道府県は、薬局からの定期的な報告に際して、薬局機能情報に関する調  

査票を薬局に送付することとし、薬局は当該薬局の機能に関する情報を調査  

票に記載し書面又は電子媒体により提出することとする。  

都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期的な報告に際し  

て、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所設置市・特別区の区域内に所  
在する薬局の情報について、照会を行うことができることとする。  
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なお、調査票の様式については、別に定める事項を全て報告させる事項と  

して含む限りにおいて、各都道府県の任意とする。また、2回目以降の記入  

方法については、前回報告のあった調査票の修正・変更をもって行うことが  

できることとする。  

薬局機能情報の修正又は変更の報告については、  

ア 薬局の名称、開設者、所在地、電話番号・FAX番号、開局日、開局  

時間については、薬局の基本情報として重要な事項であるため、修正又  

は変更のあった時に、書面又は電子媒体で都道府県知事に対して報告を  

行わなければならない情報とする。  

なお、薬事法第10条に基づく開設許可等の事項の変更の届出につい  

ては、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行うものとする。  

イ 基本情報以外の情報については、年1回の定期的な報告で足りること  

とするが、都道府県独自の取組により、変更時の随時更新を認めること  

としても差し支えない。  

り 都道府県が、薬局自らがシステムにアクセスして薬局機能情報を変更  

できるシステムを有する場合には、情報の管理■運営の観点から、薬局  

が自ら変更した事項については、月1回を基本に、まとめて書面又は電  

子媒体で都道府県知事に報告することとする。  

なお、この要領で定めるもの以外の情報であっても、都道府県が独自に収  

集し、公表することは差し支えない。   

③薬局機能情報の確認  

都道府県知事は、薬局から報告された薬局機能情報の内容について、確認  

が必要と認める場合には、保健所設置市・特別区等に対し、当該薬局に関す  

る必要な情報の提供を求めることができる。  

都道府県知事は、薬局が報告を行わない場合や誤った報告を行ったと認め  

る場合には、当該薬局の開設者に対し、当該薬局に関する必要な情報の提供  

を求めることができる。  

なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行うなど悪質である  

と認められる場合には、薬事法第72条の3に基づき、期間を定めて、薬局  

の開設者に対し、その報告又はその報告内容の是正を行わせることを命ずる  

ことができる。   

報告内容の全部又は一部について、照会、確認等を行う場合、当該照会、  

確認等に対して、適切な応答がなされず内容の確認ができない場合、又は是  
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正命令を行い是正がなされるまでの期間については、当該内容の箇所の情報  

について公表することを一時的に停止することは、本制度の目的からみても  

差し支えないこととする。この場合において、当該内容の箇所について、照  

会、確認の過程である旨等が分かるように留意すること。   

（3）薬局機能情報の公表手続   

①薬局機能情報の公表時期  

都道府県知事は、薬局から報告された薬局機能情報については、速やかに  

公表しなければならない。   

②薬局機能情報の公表方法  

都道府県知事は、原則としてインターネットにより、薬局から報告された  

薬局機能情報を公表するものとする。  

インターネットによる公表については、都道府県は、住民・患者による薬  

局の選択に資するよう薬局機能情報に基づく一定の検索機能を有するようシ  

ステムを整備することとする。  

都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に  

配慮し、インターネットによる公表と併せて、都道府県担当部署等において、  

紙媒体又は備え付けのインターネット端末等により、公表するものとする。  

また、都道府県知事が、インターネット及び紙媒体又は備え付けのインタ  

ーネット端末等以外に、電話による薬局機能情報に関する照会への対応等、  

独自の取組を行うことも差し支えない。  

・ また、注意事項として、2で示す情報の性格について、ホームページ上で  

併せて記載することとする。   

都道府県知事は、隣接する都道府県の公表する薬局機能情報についても住  

民が利用できるよう、リンクの設定等適切な措置を講ずるものとする。   

この点に閲し、都道府県知事は、隣接する他の都道府県知事から薬局機能  

情報に関するリンクの設定等の依頼があった場合は、これに応じるよう努め  

るものとする。  
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（4）薬局による情報提供  

薬局は、都道府県知事へ報告した事項について、当該薬局において閲覧に  

供しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体による  

情報の提供を行うことができるものとする。  

薬局がこれらの提供を行っていない場合には、都道府県知事は、提供する  

よう指導することができるものとする。  

また、薬局においても、住民・患者からの当該薬局の薬局機能情幸艮に関す  

る相談1照会等に対して、適切に対応するよう努めるものとするとともに、  

身近なかかりつけ薬剤師においても、患者から他の薬局に対する相談・質問  

等があった場合は、適切に対応するよう努めるものとする。  

（5）経過措置等  

本制度は、平成19年4月1日より施行されるが、各都道府県におけるシ  

ステム開発■改変時の準備が必要となることも踏まえ、平成19年度におい  

ては、平成19年度中に、薬局の名称、開設者、所在地、電話番号・FAX  

番号、開局日、開局時間の基本情報について公表することで足りることとし、  

公表方法としては、インターネットによる検索機能を有するシステムによっ  

て公表することに努めることとする。  

別に定める情報の全てを公表できるインターネットによる検索機能を有す  

るシステムについては、平成20年度中に運用が開始されるよう、各都道府  

県はシステムの整備を行うものとする。  

なお、この場合においても、情報の報告については、平成19年度中に、  

別に定める全ての情報について、薬局から都道府県への報告を開始するもの  

とする。  

薬局が報告する薬局機能情報については、今後必要に応じ、段階的に項目  

を見直すものとする。   




